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１．事業概要 

 1-1. 本事業の目的及び内容 

「使用済小型電子機器等の再資源化に関する法律」（以下、「小型家電リサイクル法」と

いう。）が平成 25 年 4 月から施行されたことを受け、関係省庁及び自治体においては、家

庭より排出される使用済小型電子機器等の回収のための体制整備が順次行なわれている。 

このため、本業務では、住民から排出される使用済み小型電子機器等を効率的に回収す

る方法を検討することを目的とし、環境省「平成 26 年度小型電子機器等リサイクルシス

テム構築実証事業（関東南部）｣の市町村提案型において、認定を受けた地域を対象として、

実証事業を行うものである。 

本事業の主旨に基づき、市町村における回収及び選別の実態を検証し、実効的な体制構

築のための基礎資料に供することを目的として、以下(1)～(4)の事項について実施並びに

検討を行った。 

 

(1) 回収方法の決定及び回収ボックスや啓発チラシ等、実証物品の製作 

(2) 小型家電の回収品目及び量の把握 

(3) 回収物の歩留まり分析と経済性評価の実施 

(4) 業務の実施に係る会議の開催 
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1-2. 本事業と連携する対象市 

本事業に参加した対象市と中間処理委託先は下表に示すとおりである。４市が参加した。

対象市の概要は下表に示すとおりである。 

 

 

表 1-2-1 本事業参加の対象市 

地域名 対象市 中間処理施設 

東京都 小平市 メタルリサイクル株式会社 

神奈川県 

逗子市 
株式会社鈴徳 藤沢営業所 

／株式会社鈴徳 児玉営業所 
三浦市 

静岡県 南アルプス市 株式会社エコネコル 

 

 

 

表 1-2-2 本事業の対象市とその概要 

対象市 
人口 

世帯数 
面積 人口密度 

(人) （km2） （人/km2） 

小平市（H27.3.1 時点） 187,131 86,589 20.51 9,123.89 

逗子市（H27.3.1 時点） 57,715 24,206 17.28 3,339.99 

三浦市（H27.3.1 時点） 45,434 17,753 32.05 1,417.60 

南アルプス市（H27.3.1 時点） 72,900 26,796 264.14 275.99 

 

※ 人口、世帯数等のデータは対象市町村の HP（H27.3.1 時点）より引用した。  
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２．事業の実施方法 

本事業では以下の 4事項に取り組んだ。各取組事項の実施方法は以下に示すとおりである。 

 

(1) 回収方法の決定及び回収ボックスや啓発チラシ等、実証物品の製作 

 自治体に訪問・ヒアリングを行い、回収方法を決定し、本事業で必要な物品のデザ

イン及び仕様の打合せ、製作を行った。 

 

(2) 小型家電の回収品目及び量の把握、地域ごとの考察 

 対象市毎に回収した小型家電の重量を回収方法毎に計量するとともに回収期間内

に１～数回、品目ごとの計数・計量作業を行った。また、地域ごとの課題や方策につ

いてとりまとめた。 

 

 (3) 回収物の歩留まり分析と経済性評価の実施 

 回収期間内に１～数回、破砕処理を行う主要中間処理施設において、歩留まりテス

トを実施し、回収物の有価性等、小型家電の経済性評価を実施した。 

 

(4) 業務の実施に係る会議の開催 

 対象市、中間処理業者等を招集し、対象市毎に本事業の回収開始前、回収期間中、

全体取りまとめ時に会議を開催した。会議時等の対象市からの意見集約や課題整理等

を行った結果に基づいて報告書の取りまとめを行った。 
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３．本事業の調査結果 

 3-1. 回収方法毎の状況 

  3-1-1. 回収方法、回収拠点、回収頻度、回収品目、回収期間について 

対象市ごとの回収方法、回収拠点の地点数、回収回数/頻度、回収対象の品目、回収期

間等の状況は下表に示すとおりである。 

 

表 3-1-1-1 対象市における回収方法毎の状況 

対象市 
ボックス回収 イベント回収 

設置期間 地点数 対象品目 実施日 回数 対象品目 

小平市 
H26 年 9 月～

H27 年 2 月 

（6ヶ月） 

3 特定 

H26/9/13、

H26/11/6､

H27/1/20 

3 特定 

 

対象市 
ボックス回収 ピックアップ回収 

設置期間 地点数 対象品目 実施日 回数 対象品目 

逗子市 
H26 年 9 月～

H27 年 2 月 

（5ヶ月） 

8 特定 

H26年10月～

H27 年 2 月 

（5ヶ月） 

11 制度 

 

対象市 
ボックス回収 イベント回収 

設置期間 地点数 対象品目 実施日 回数 対象品目 

三浦市 
H26 年 11 月

～H27 年 2 月 

（4ヶ月） 

6 特定 H26/11/16 1 制度 

 

対象市 
持込回収 ピックアップ回収 

設置期間 地点数 対象品目 実施日 回数 対象品目 

南アルプス

市 

H26 年 7 月～

H27 年 2 月 

（8ヶ月） 

2 制度 

H26 年 7 月～

H27 年 2 月 

（8ヶ月） 

8 制度 

 
※ 上表の「対象品目」の欄で「制度」は「制度対象品目」、「特定」は「特定対象品目」を指す。 
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3-1-2. 回収ボックスや啓発チラシ等、実証物品の製作 

    

回収ボックスやチラシ等の回収用・広報用・配布用の各種物品の最終の納品は、下表の

とおり、平成 26 年 8 月から平成 27年 2月に完了した。 

表 3-1-2-1 実証物品の納品状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-3. 回収用のボックス等の仕様・形状について 

  

回収用の各種物品についての対象市別の納品状況は、以下のとおりである。 

 

  ＜回収用＞ 

表 3-1-3-1 回収用物品の納品状況 

 

 

 

 

   

 

個数 単位

回収ボックス 3 台

回収ボックス用内箱 3 台

回収ボックス 10 台

回収ボックス用内箱 10 台

保管倉庫 2 台

回収ボックス 8 台

回収ボックス用内箱 8 台

携帯電話機破砕器 2 台

品名

小平市

逗子市

三浦市

対象市 最終納品物の納品日と品目 

小平市 平成 26 年 8 月 12 日（回収ボックス） 

逗子市 平成 27 年 2 月 18 日（チラシ） 

三浦市 平成 26 年 9 月 19 日（回収ボックス） 

南アルプス市 平成 26 年 9 月 19 日（分別マニュアル） 
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回収用のボックス等の備品の設置状況については、添付資料編に示した写真や図のと

おりである。 

回収ボックスの仕様、形状については特に投入口や盗難防止措置、デザインに対する

工夫を行った。工夫した主な点について、下記に示した。 

 

【回収ボックスの外観・形状・投入口について】 

・明るい目立つ色で人目につきやすく、自治体マスコットキャラクターを配す

ることで親しみやすく、市民･町民に関心を持たれやすいデザインとした。 

・投入口の大きさにより、投入される小型電子機器（小型のノートパソコンま

で、など）を制限する。投入口が大きい方が、比較的大型の小型電子機器が

投入され、また小さくすることで品目の制限を物理的に図ることとなる。 

・投入口からの抜き去りができないよう、一定の高さの形状のボックスとし、

投入口の内部に返しの覆いをつけることとした。 

 

【回収ボックスの施錠について】 

・開閉する扉は全て施錠可能とした。 

・携帯端末などの個人情報に関わる小型電子機器については、排出者の意識と

して、そのままで不燃ごみで出すことは躊躇を伴うため、役所の玄関付近と

いう職員等の人目のある場所に設置され、かつ施錠された回収ボックスであ

ることで、排出時の安心感を得ることを図れることとした。 

 

【回収ボックス周りの付属品について】 

・市民に興味を持ってもらえるよう、回収ボックス自体および周辺には自治体

マスコットキャラクターを使用した掲示やのぼり旗を併設し、小型電子機器

のリサイクルの重要性について訴えた。 

・回収品目をボックス全面に掲示し、異物や対象品目以外の小型電子機器の投

入を防ぐ措置をした。 

 

【回収ボックスのその他の課題について】 

・多量に投入された場合の回収ボックスからの搬出の際の扉の開閉の利便性向

上や、ボックス内部での受け箱の位置調整などの改善を要する状況があった

ため、今後の制作時の課題とする。 

・ボックス内に受け皿がない場合は投入時に大きな騒音が起き、投入を躊躇す

る声も一部にあったため、受け皿に加えて緩衝材を置くなどの工夫の余地が

ある。今後の製作時の課題とする。 
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3-1-4. 回収ボックスの設置場所 

  

製作した回収ボックスは以下の施設等に設置した。回収ボックスは常設するものと、

イベント回収時等で使用するものに分けている対象市が見受けられた。 

 

【小平市】 

回収ボックスは 3台は下記の施設に常設している。 

No. 施設名称等 

1 市役所本庁舎 

2 東部市民センター 

3 西部市民センター 

 

【逗子市】 

回収ボックス 10 台のうち、常設は以下の 8カ所に計 9台設置（市役所 2台）し、残り

1台はイベント回収時に使用する。 

No. 施設名称等 

1 市役所（2台） 

2 市民交流センター 

3 逗子市青尐年会館 

4 沼間公民館 

5 逗子市商工会館 

6 逗子市高齢者センター 

7 逗子アリーナ 

8 小坪公民館 

 

【三浦市】 

回収ボックス 8台のうち、常設は以下の 6台、残り 2台はイベント回収時に使用する。 

No. 施設名称等 

1 市役所本館 1階 

2 市役所分館 1階 

3 市役所分館 3階廃棄物対策課窓口 

4 南下浦市民センター 

5 初声市民センター 

6 環境センター 
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3-1-5. 啓発チラシ他の広報用物品の製作 

 

広報用・配布用の各種物品についての対象市別の納品状況は、以下のとおりである。 

 

＜広報用＞ 

表 3-1-4-1 広報用物品の納品状況 

 

 

 

 ＜配布用＞ 

表 3-1-4-2 配布用物品の納品状況 

 

 

啓発のために製作したチラシ等の物品は、添付資料編に示した写真や図のとおりで

ある。 

チラシにおいては、小型家電は大切な資源であることを伝え、小型家電リサイクル

に取り組むため市民の積極的参加を促すこととした。 

 

また、南アルプス市では小型家電以外のごみ全体を含めた啓発資料として、ごみ排

出時の分別マニュアルを制作し、配布した。 

 

 

 

  

個数 単位

小平市 回収ボックス用シール 3 枚

逗子市 回収ボックス用シール 10 枚

A2ポスター 500 部

回収ボックス用シール 8 枚

品名

三浦市

個数 単位

チラシ（1回目） 5,000 部

チラシ（2回目） 5,000 部

三浦市 チラシ 23,000 部

南アルプス市 分別マニュアル 27,000 冊

逗子市

品名
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3-2. 小型家電の回収品目及び量の把握 

  3-2-1. 対象市における回収実績、地域ごとの考察 

小型電子機器の回収量は下表に示すとおりである。 

回収量の比較については地域特性や回収期間、回収品目、回収方法などを考慮す

る必要があるが、概要として、実証期間中の自治体毎の回収量の全体および回収期

間で除した月平均回収量について、下記のとおり示した。 

 

表 3-2-1-1 回収量全体および月平均回収量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月
小型家電

(携帯･PC以外)
携帯電話

市役所本庁舎 87.0 87.0 0.0

東部出張所 52.0 52.0 0.0

西部出張所 17.0 17.0 0.0

市役所本庁舎 86.0 86.0 0.0

東部出張所 36.0 36.0 0.0

西部出張所 24.0 24.0 0.0

市役所本庁舎 55.0 55.0 0.0

東部出張所 24.0 24.0 0.0

西部出張所 23.0 23.0 0.0

市役所本庁舎 66.0 66.0 0.0

東部出張所 23.0 23.0 0.0

西部出張所 17.0 17.0 0.0

市役所本庁舎 72.0 72.0 0.0

東部出張所 58.0 58.0 0.0

西部出張所 22.0 22.0 0.0

市役所本庁舎 73.0 73.0 0.0

東部出張所 53.0 53.0 0.0

西部出張所 8.0 8.0 0.0

こだいら環境フェス 42.0 42.0 0.0

東部公園 33.0 33.0 0.0

リサイクルきゃらばん 30.5 30.5 0.0

6
回収

実績(kg)
901.5 901.5 0.0

150.3 150.3 0.0

回収実績　内訳(kg)

H26 9

H26 11

対象市 回収方法

H26 12

H27

H26 10

H26.9.13

H26.11.6

H27.1.20

イベント回収

ボックス
回収

ボックス設置場所
/イベント場所

回収期間
回収実績

(kg)

1

H27 2

小平市

回収期間(月数)

月平均回収量(kg)
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年 月
小型家電

(携帯･PC以外)
携帯電話 PC

3,320.0 3,320.0 0.0 0.0

3,690.0 3,690.0 0.0 0.0

3,336.0 3,336.0 0.0 0.0

4,064.0 4,064.0 0.0 0.0

3,550.0 3,550.0 0.0 0.0

3,790.0 3,790.0 0.0 0.0

4,180.0 4,178.0 2.0 0.0

3,310.0 3,310.0 0.0 0.0

3,680.0 3,680.0 0.0 0.0

3,450.0 3,450.0 0.0 0.0

3,180.0 3,180.0 0.0 0.0

H26 10 24.0 23.0

H26 11 46.0 38.3

H26 12 0.0 0.0

H27 1 0.0 0.0

H27 2 120.0 120.0

5
回収

実績(kg)
39,740.0 39,729.3

7,948.0 7,945.9

小型家電
(携帯･PC以外)

携帯電話 PC

逗子市 イベント回収 98.0 90.0 8.0 0.0

対象市 回収方法 ボックス設置場所
回収実績

(kg)

回収実績　内訳(kg)

10.7

2.1

H27 1

H27 2

ピックアップ
回収

H26 10

H26 11

H26 12

逗子市

回収期間

回収実績　内訳(kg)
回収実績

(kg)
回収実施日

H26.10.23

回収期間(月数)

月平均回収量(kg)

《参考データ（実証外）》

対象市 回収方法

ボックス
回収

1.0

7.7

0.0

0.0

0.0
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年 月
小型家電

(携帯･PC以外)
携帯電話 PC

H26 11 114.0 107.0

H26 12 178.0 167.0

H27 1 75.0 75.0

H27 2 31.0 31.0

イベント回収 8.0 8.0

4
回収

実績(kg)
406.0 388.0

101.5 97.0

0.0

18.0

4.5

H26.11.16

ボックス
回収

7.0

11.0

0.0

0.0

回収期間(月数)

月平均回収量(kg)

対象市 回収方法 ボックス設置場所

回収期間
回収実績

(kg)

回収実績　内訳(kg)

三浦市
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本実証事業の対象市の回収結果の全体的な傾向としては、主にピックアップ回収

や持込回収を実施している市はボックス回収やイベント回収のみを実施している他

の市に比べ回収量が多かった。 

 

前述のように、ボックス回収分の回収量自体は、相対的に見ればピックアップ回

収や持込回収よりも尐ない傾向があるものの、回収期間全体を通じてコンスタント

に月平均でおよそ数十キログラム単位の一定の回収量が確保できた。 

月平均回収量としては尐ない量であっても、ボックス回収のルートが住民に認知

され、日常的に活用されていることを示唆するものであり、実証事業の広報や啓発

の成果が確認できる。 

 

 

年 月
小型家電

(携帯･PC以外)
携帯電話 PC

H26 7 9,320.0 9,320.0

H26 8 8,800.0 8,800.0

H26 9 10,710.0 10,710.0

H26 10 8,450.0 8,450.0

H26 11 7,660.0 7,660.0

H26 12 13,600.0 13,600.0

H27 1 8,530.0 8,530.0

H27 2 6,580.0 6,580.0

H26 7 820.0 820.0

H26 8 0.0 0.0

H26 9 0.0 0.0

H26 10 470.0 470.0

H26 11 920.0 920.0

H26 12 530.0 530.0

H27 1 0.0 0.0

H27 2 0.0 0.0

8
回収

実績(kg)
76,390.0 76,390.0

9,548.8 9,548.8

0.0

0.0

0.0

0.0

対象市 回収方法 ボックス設置場所

回収期間
回収実績

(kg)

回収実績　内訳(kg)

南アルプス市

0.0

0.0

回収期間(月数)

月平均回収量(kg)

0.0

ピックアップ
回収

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

持込回収

0.0

0.0

0.0
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イベント回収については回収量自体は実証期間中に実施された場所や時期や趣旨

の異なる複数回のイベント回収のいずれにおいても、数十 kg 単位の一定量の回収が

得られたことから、それぞれのイベントへの異なる来場者による回収ができた可能

性が考えられ、イベント回収についての周知が広範の住民に認知され、一定の効果

があったと言える。 

 

また、実証事業としてピックアップ回収やボックス回収を実施するとともに、実

証外として実施されたイベント回収において、ピックアップ回収の回収量の規模に

は及ばないものの、実証のボックス回収の月平均回収量を上回った量が確保された

ことからも、イベント回収についての広報による啓発効果があったと考えられる。 

 

 

 なお、対象市別の回収状況は下記のとおりである。 

 

【小平市】 

 ボックス回収とイベント回収を実施した。回収量は約6ケ月間の総量で0.9トン、

月平均は 0.2 トンであった。 

 実証事業の開始直後やイベント回収の実施時期である 9月、10月の回収実績が比

較的やや多く、一定の啓発効果があったと思われる。 

 また、1月も回収実施直後に相当する量に増加したことは、年末の片づけの後に

退蔵品が排出されたためと思われる。 

 

【逗子市】 

 ピックアップ回収およびボックス回収を実施した。回収量は約 5ケ月間の総量で

39.7 トン、月平均は 7.9 トンであった。 

 ピックアップ回収の実証期間中はコンスタントに毎月約 7 トン規模の回収があり、

従来からの廃棄物の排出ルールについては住民に周知され、ルールに沿った排出が

日常的に習慣化されていることが考えられる。 

 ボックス回収は、実証事業の開始直後の 10 月、11 月に一定量回収された以降、

12 月、1月には回収量がゼロとなった一方で、2月には 11 月の約 3倍近い量で回収

されている。このような増減の変動は一般的な傾向と異なるため要因は考えにくい。

仮に 2月の回収量を 12月から 2月までの 3ヶ月で平均すると、10 月、11 月の各月

の回収量に近い規模となるため、物品の投入時期と回収時期のタイムラグがあった

可能性が考えられる。いずれにしても、実証期間全体を通してみると、ほぼコンス

タントに近い状態で一定量の回収が確保されたといえるため、ボックス回収につい

ての啓発効果があったと考えられる。 



- 14 - 

 

 

【三浦市】 

 ボックス回収およびイベント回収を実施した。回収量は約 4ケ月間の総量で 0.4

トン、月平均は 0.1 トンであった。 

 ボックス回収では、実証期間開始直後の 11 月から 12月にかけて多くなり、以降

は減尐傾向となったことは、年末の片づけで退蔵品が多く回収されたため、廃棄ニ

ーズが落ち着いたことが考えられる。ボックス回収の開始時期直後は特に啓発効果

が高かったと言える。 

 イベント回収では尐量の回収実績となった。ボックス回収では住民に一定の啓発

効果があった状態のため、イベント回収に関する広報啓発に工夫の余地があったこ

とが考えられる。 

 

【南アルプス市】 

 持込回収およびピックアップ回収を実施した。回収量は約 8ケ月間の総量で 76.4

トン、月平均は 9.5 トンであった。 

 持込回収の実証期間全体を通じて、コンスタントに約 7トン以上の規模での回収

量を得た。 

 持込回収については住民の広範に認知され、ルールが習慣化されていると考えら

れる。特に 9月や 12 月の回収量が多い傾向となった。 

 暑さが落ちつく 9月頃、寒さの強まる 12 月頃の季節変化に応じた空調関連機器の

変更や更新などから排出が多くなったことが考えられる。また、12 月が最多の回収

量の月となったことは、年末の片づけで退蔵品が多く回収されたものと思われる。 

 ピックアップ回収については、実証開始直後が多く回収された以降、回収量が低

下し、10月から回収量が増加し始め 11月が最多の回収量となった以降に、再度、

低下するという傾向が見られた。持込回収による回収量の 2回の増加時期にピック

アップ回収の回収量が減るという対照的な関係が見られ、その時期が 2回ともほぼ

一致していることが特筆的である。 

 小型家電を排出する際には、不燃ごみによる排出よりも拠点への持込による方法

を優先的に選択したため、季節代わりの時期にピックアップ回収分が持込回収分に

移行したという可能性が考えられる。特に持込回収についての住民の認識が浸透し、

住民への啓発効果が高くなったことが考えられる。 
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3-2-2. 回収方法毎の計数結果 

対象市において、どのような小型家電が回収されているかを把握するため、実証期

間内に 1回以上、品目別の計数と計量を行った。 

計数計量結果から求めた品目別の個数比および重量比については、回収方法毎に下表

に示すとおりである（計数計量の詳細結果は、添付資料を参照）。 

※ 小平市のイベント回収分及び南アルプス市の持込回収分については、品目別計数･計量を行って

いないため記載していない。 

表 3-2-2-1 ボックス回収(特定対象 A)品目別の個数比及び重量比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表題が「特定対象 A」の計数表は「ラジオ」が単独項目のパターン、「特定対象 B」の計数表は「ラジ

オ」が「電話機、FAX 機」と同一項目かつ「充電器、地上デジタルチューナ、ＣＳデジタルチューナ、

ゲーム用コントローラ」の項目のあるパターンの一覧表をそれぞれ示す。 

 

回収方法

回収品目

1 20.5% 4.6% 37.4% 16.7%

2 5.0% 4.6% 5.3% 14.6%

3 3.5% 1.1% 6.1% 7.9%

4 12.3% 10.3% 4.6% 4.4%

5 0.7% 1.1% 2.3% 14.2%

6 5.3% 1.4% 0.0% 0.0%

7 3.7% 4.3% 0.0% 0.0%

8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 5.4% 2.6% 0.0% 0.0%

10 1.2% 0.9% 0.0% 0.0%

11 6.8% 5.4% 7.6% 5.6%

12 1.7% 0.9% 0.0% 0.0%

13 3.3% 1.4% 3.8% 2.4%

14 2.1% 3.7% 6.9% 19.7%

15 0.1% 0.6% 0.0% 0.0%

16 11.9% 30.9% 25.2% 12.9%

17 16.3% 26.3% 0.8% 1.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ゲーム機（据置型、携帯型）

カー用品（カーナビ、カーテレビ、カーステレオ）

付属品（リモコン、ケーブル、ＡＣアダプタ、キーボード、マウス）

その他(ゴミ)

合　計

特定対象品目(A) H26年11月度 H26年11月度

個数比
(％)

時計

電話機、ＦＡＸ

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、カメラ

録画再生装置（ＤＶＤ・ビデオ）

音響機器（MD・ＣＤプレーヤ、ヘッドホン及びイヤホン、ＩＣレコーダ）

補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリカード）

電子書籍端末

電子辞書、電卓

電子血圧計、電子体温計

理容用機器（ドライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ）

懐中電灯

対象市別・回収方法別・品目別
個数比および重量比

小平市 逗子市

ボックス回収 ボックス回収 ボックス回収

No, 品　　目
個数比
(％)

重量比（％） 重量比（％）

携帯電話、ＰＨＳ
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表 3-2-2-2 ボックス回収(特定対象 B)品目別の個数比及び重量比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表題が「特定対象 A」の計数表は「ラジオ」が単独項目のパターン、「特定対象 B」の計数表

は「ラジオ」が「電話機、FAX 機」と同一項目かつ「充電器、地上デジタルチューナ、ＣＳ

デジタルチューナ、ゲーム用コントローラ」の項目のあるパターンの一覧表をそれぞれ示す。 

 

 

 

  

回収方法

回収品目

1 26% 5.7%

2 13% 23.5%

3 5% 6.0%

4 2% 3.8%

5 5% 1.8%

6 0% 0.0%

7 0% 0.0%

8 5% 2.4%

9 1% 1.4%

10 14% 11.1%

11 0% 0.0%

12 0% 0.0%

13 3% 6.1%

14 0% 1.1%

15 10% 28.0%

16 12% 3.0%

17 3% 6.1%

100.0% 100.0%

補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリカード）

対象市別・回収方法別・品目別
個数比および重量比

No, 品　　目

特定対象品目(B)

ボックス回収

携帯電話、ＰＨＳ

電話機、ＦＡＸ､ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、カメラ

録画再生装置（ＤＶＤ・ビデオ）

音響機器（MD・ＣＤプレーヤ、ヘッドホン及びイヤホン、ＩＣレコーダ）

合　計

電子書籍端末

電子辞書、電卓

カー用品（カーナビ、カーテレビ、カーステレオ）

付属品（リモコン、ケーブル、ＡＣアダプタ、キーボード、マウス）

充電器、地上デジタルチューナ、ＣＳデジタルチューナ、ゲーム用コントローラ

その他

三浦市

ボックス回収

H26年11月度

個数比
(％)

重量比
（％）

電子血圧計、電子体温計

理容用機器（ドライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ）

懐中電灯

時計

ゲーム機（据置型、携帯型）
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表 3-2-2-3 イベント回収(制度対象)品目別の個数比及び重量比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 2 2.1 26.1%

2 0.0 0.0%

3 0.0 0.0%

4 0.0 0.0%

5 0.0 0.0%

6 0.0 0.0%

7 0.0 0.0%

8 0.0 0.0%

9 0.0 0.0%

10 0.0 0.0%

11 0.0 0.0%

12 0.0 0.0%

13 0.0 0.0%

14 0.0 0.0%

15 0.0 0.0%

16 0.0 0.0%

17 0.0 0.0%

18 1 4.2 52.7%

19 0.0 0.0%

20 0.0 0.0%

21 3 1.1 13.3%

22 0.0 0.0%

23 0.0 0.0%

24 0.0 0.0%

25 0.0 0.0%

26 0.0 0.0%

27 0 0.0 0.0%

28 1 0.6 7.9%

29 0.0 0.0%

7 8.0 100.0%

ＰＣ

計数表（小型家電の選別と数量把握） 平成26年11月16日

鈴徳　藤沢営業所

三浦市

No, 品　　目

電話機、ＦＡＸその他の有線通信機器

携帯電話、ＰＨＳその他の無線通信機器

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤレコーダー

オーディオプレーヤー、ステレオその他の電気音響機器

イベント回収

制度対象品目

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機器

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

プリンターその他の印刷装置

ディスプレイその他の表示装置

電子書籍端末

電動ミシン

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

電子式卓上計算機その他の事務用電気機器

ヘルスメーターその他の計量用電気機器

電動式吸入器その他の医療用電気機器

フィルムカメラ

炊飯ジャー、電子レンジその他の台所用電気機器

合　計

アイロン、掃除機その他の衛生用電気機器

こたつ、ストーブその他の保温用電気機器

ヘアドライヤー、かみそりその他の理容用電気機器

電器マッサージ

ランニングマシンその他の運動用電気機器

電器芝刈り機その他の園芸用電気機器

蛍光灯器具その他の電気照明器具

電子時計、電気時計

電子楽器、電気楽器

ゲーム機その他の電子玩具および電動式玩具

その他
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表 3-2-2-4 ピックアップ回収(制度対象)品目別の個数比及び重量比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回収方法

回収品目

1 3.6% 0.7% 3.2% 5.0% 6.5% 1.8%

2 0.0% 0.0% 1.6% 0.3% 0.0% 0.0%

3 0.4% 0.1% 3.8% 3.4% 1.9% 0.2%

4 8.1% 7.0% 2.5% 3.4% 4.3% 2.4%

5 6.2% 4.1% 11.1% 12.6% 11.3% 12.7%

6 0.0% 0.0% 3.2% 5.0% 0.0% 0.0%

7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8 5.4% 6.1% 4.4% 5.9% 2.9% 9.7%

9 0.0% 0.0% 4.1% 9.2% 0.0% 0.0%

10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

11 2.3% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12 0.0% 0.0% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0%

13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

14 0.8% 0.3% 1.6% 1.3% 0.3% 0.3%

15 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 0.7% 0.1%

16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 22.3% 38.4% 22.2% 16.0% 11.6% 24.2%

18 13.4% 10.5% 14.6% 15.1% 6.4% 9.7%

19 14.2% 7.6% 7.0% 6.7% 8.7% 8.5%

20 9.6% 16.3% 1.6% 4.2% 5.1% 5.5%

21 0.9% 0.1% 5.1% 0.8% 6.7% 0.8%

22 1.2% 1.4% 0.0% 0.0% 1.5% 2.4%

23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

24 1.6% 1.8% 0.0% 0.0% 1.3% 1.4%

25 6.9% 1.8% 1.6% 0.8% 11.7% 7.3%

26 0.0% 0.0% 1.3% 0.2% 6.0% 1.4%

27 0.0% 0.0% 0.6% 2.9% 0.4% 0.8%

28 1.5% 0.2% 3.2% 2.5% 5.6% 1.2%

29 1.6% 0.7% 6.3% 4.2% 7.1% 9.6%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%合　計

電子楽器、電気楽器

ゲーム機その他の電子玩具および電動式玩具

その他(コード類・ゴミ)

電器芝刈り機その他の園芸用電気機器

蛍光灯器具その他の電気照明器具

電子時計、電気時計

個数比
(％)

個数比
(％)

平成26年8月度

南アルプス市

ヘアドライヤー、かみそりその他の理容用電気機器

電器マッサージ

ランニングマシンその他の運動用電気機器

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機器

アイロン、掃除機その他の衛生用電気機器

こたつ、ストーブその他の保温用電気機器

電動式吸入器その他の医療用電気機器

フィルムカメラ

炊飯ジャー、電子レンジその他の台所用電気機器

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

電子式卓上計算機その他の事務用電気機器

ヘルスメーターその他の計量用電気機器

ディスプレイその他の表示装置

電子書籍端末

電動ミシン

ＰＣ

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

プリンターその他の印刷装置

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤレコーダー

オーディオプレーヤー、ステレオその他の電気音響機器

電話機、ＦＡＸその他の有線通信機器

携帯電話、ＰＨＳその他の無線通信機器

対象市別・回収方法別・品目別
個数比および重量比

ピックアップ回収

No, 品　　目
重量比
（％）

ピックアップ回収

平成26年11月度

個数比
(％)

重量比
（％）

逗子市

ピックアップ回収

重量比
（％）

制度対象品目 平成26年11月度
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【ボックス回収／特定対象品目(A)】 

・小平市、逗子市の両市ともボックス回収において、携帯電話･PHS 等の通信機器

が最も多く、個数比では両市とも次いで多いのがリモコン･ケーブル等の付属品

になっていることが、共通の傾向である。 

・小平市ではごみを含む対象品目以外の混入が個数比ではリモコン等の付属品と

同レベルであり、重量比では品目全体の中で最多となっている。 

・小平市では対象品目のほぼ全ての種類が網羅される形で回収されたことから、

幅広い属性の住民が実証回収に反応した可能性が考えられ、回収についての住民

の認知度が高かったことが伺える。しかしながら、ごみを含む対象品目外の混入

が多かったことから、対象品目についてのきめの細かい周知やモラル向上の啓発

の余地が考えられる。 

・逗子市では、ゲーム機が個数比では 3 番目に多く重量比では最多となったこと

が特徴的である。ゲーム機のユーザーである住民に一定の啓発効果があったこと

が伺える。今後の啓発媒体や場所等の工夫の上で興味深い結果と言える。 

 

【ボックス回収／特定対象品目(B)】 

・三浦市のボックス回収においては、携帯電話･PHS 等の通信機器が最も多く、次

いで多いのが電話機(据置型)･ラジオ等、3番目にドライヤー等の理容用機器、4

番目に充電器･チューナーなどのであった。他市とほぼ同様の傾向であり、一定

の啓発効果があったことが考えられる。 

 

【イベント回収】 

・三浦市のイベント回収においては回収量が尐量にとどまったため、品目の分布

についての傾向の把握は厳密には困難であるが、回収された品目としては、ド

ライヤー等の理容用機器、電話機･FAX 等の有線の通信機器、扇風機、ゲーム機

であり、一般的に回収される品目とほぼ同様の状況であった。イベント回収に

ついての幅広く多くの住民による認知を向上させるための啓発方法に工夫の余

地があることが考えられる。 

 

【ピックアップ回収】 

・逗子市、南アルプスの両市ともピックアップ回収において、炊飯ジャー等の台

所用機器が総じて総じて殆ど最多となっていることが共通の特徴である。 

・逗子市では次いで多いのがアイロン･掃除機等の衛生用機器であり、南アルプ

ス市では扇風機等の空調用機器やオーディオプレーヤー等の音響機器となって

いる。 
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・逗子市においては常に 3トン以上、南アルプスにおいては約 0.5 トン～1トン

の単位で、両市ともピックアップ回収においては、一定以上の回収量がコンス

タントに確保された中で、一般的にボックス回収では多く回収される傾向のあ

る携帯電話･PHS 等の通信機器については殆ど回収されていないことが共通の

特徴である。このことから、対象市の啓発状況や住民の認知度や回収量の規模

を問わず、携帯電話などの個人情報機器はピックアップ回収での回収は難しい

ことが裏付けられる。すでに一般的に導入されつつ対策である個人情報機器の

破壊機による対応等を含めて、個人情報機器については他の小型家電機器とは

別枠で、回収方法や広報･啓発方法のさらなる工夫の余地があると言える。 
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3-3. 回収物の歩留まり分析と経済性評価の実施    

 対象市で回収した小型家電については、破砕・選別処理を行い有用金属の回収を行った。 

破砕・選別処理で回収される混合有用金属を更に二次処理施設、三次処理施設にて処理を行い、  

小型家電の有用資源を鉄やアルミニウム、金などの組成ごとに分析した。 

 小型家電の組成分析は、２箇所の破砕・選別施設にて実施した。 

 回収された有用金属の組成分析の結果は表 3-3-1 に示すとおりである。 

 

表 3-3-1 有用金属等の歩留まり分析結果と有用資源の回収率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 歩留まり分析では、対象市の小型家電のみで最低ロットに満たない場合は、他市

町村等の小型家電と併せて処理を行った。 

 

破砕選別工程の違いにより、回収された有用金属の種類や回収率が相違していることが伺

われたが、有用資源の回収率はＡ工場で 100％、Ｂ工場で約 93％であった。 

「非鉄製錬で燃焼したもの」とは、非鉄製錬施設で焼却・溶融等の処理により目的金属を 

濃縮する際に、他の成分をスラグ化あるいは残渣として除去しているものを指す。 

経済ポテンシャルの算出にあたっては、鉄やアルミニウム、銅、基板などの相場価格を鑑

みて行った。 

ここで、「資源の経済ポテンシャル評価」とは、図 3-3-1 に示す中間処理、金属精錬の処

理工程を経て回収された有用金属について、金属相場等から評価したものであり、その処理工

程で発生する加工費や処分費、また収集運搬費用等は考慮していないため留意が必要である。 

重量 割合 重量 割合

ｋｇ ％ ｋｇ ％

鉄 314.4 34.9% 17,430.8 43.4%

アルミニウム 8.1 0.9% 2,988.5 7.4%

金 0.003 0.0003% 0.01 0.00002%

銀 0.05 0.01% 0.9 0.002%

銅 29.0 3.2% 313.4 0.8%

パラジウム

真鍮 68.3 0.2%

プラスチック

プラスチック（熱回収） 16278.1 40.5%

非鉄精錬で燃焼したもの 550.0 61.0% 198.0 0.5%

ダスト 2,867.9 7.1%

回収量合計 901.5 100.0% 40,146.0 100.0%

有用資源の総量
(kg)

有用資源の回収率
(%)

100.0% 92.9%

Ａ工場 Ｂ工場

組成

901.5 37,278.1
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表 3-3-2 小型家電の経済性評価結果（Ａ工場） 

 

 

 

表 3-3-3 小型家電の経済性評価結果（Ｂ工場） 

 

 

 

相場単価
(円/kg)

※組成重量当たり

Ａ工場
小型家電の持つ

経済ポテンシャル
(円/kg)

※小型家電重量当たり

重量 割合

ｋｇ ％

鉄 314.4 34.9% 25 8.7

アルミニウム 8.1 0.9% 110 1.0

金 0.003 0.0003% 4,279,000 14.7

銀 0.05 0.01% 65,700 3.5

銅 29.0 3.2% 615 19.8

真鍮

プラスチック（熱回収）

非鉄精錬で燃焼したもの 550.0 61.0% - -

ダスト

回収量合計 901.5 100.0% 47.7

Ａ工場

組成 円／kg 円／kg

相場単価
(円/kg)

※組成重量当たり

Ｂ工場
小型家電の持つ

経済ポテンシャル
(円/kg)

※小型家電重量当たり

重量 割合

ｋｇ ％

鉄 17,430.8 43.4% 25 10.9

アルミニウム 2,988.5 7.4% 110 8.2

金 0.01 0.00002% 4,279,000 0.7

銀 0.9 0.002% 65,700 1.4

銅 313.4 0.8% 615 4.8

真鍮 68.3 0.2% 615 1.0

プラスチック（熱回収） 16,278.1 40.5% 3.0 1.2

非鉄精錬で燃焼したもの 198.0 0.5% 3.0 0.01

ダスト 2,867.9 7.1% -25.3 -1.8

回収量合計 40146.0 100.0% 26.4

Ｂ工場

円／kg組成 円／kg
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※ 《相場の出典資料》 

・鉄：25 円/kg(シュレッダーBメーカー持込価格(メタル･リサイクル･マンスリー2014 年 10 月号)) 

・アルミ：110 円/kg(アルミ缶バラ関東地区市中実勢価格(メタル･リサイクル･マンスリー2014 年 10 月号)) 

・銅：615 円/kg(下銅関東地区市中実勢価格(メタル･リサイクル･マンスリー2014 年 10 月号)) 

・真鍮：366 円/kg(込み真鍮東京地区問屋持込価格(メタル･リサイクル･マンスリー2014 年 10 月号)) 

・金：4,279 円/g(鉱山建値(レアメタルニュース 2014 年 9 月 24 日号)) 

・銀：65.7 円/g(鉱山建値(レアメタルニュース 2014 年 9 月 24 日号)) 

・パラジウム：2,960 円/ｇ(レアメタルニュース 2014 年 9 月 24 日号) 
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４．考察 

 4-1. 対象市の回収量に対する目標値 

  4-1-1. 人口当たりの推計回収量 

ここでは下表に示す「再資源化を実施すべき量に関する目標」の目標設定根拠に基

づき、平成 26年度の年間一人当たり回収量の達成状況について比較検討を行った。 

 

 

 

表 4-1-1-1 小型家電リサイクル制度開始から平成 27年度までのシナリオ案と回収量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属

の再生利用に関する小委員会（第 12 回）産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会（第

25 回）合同会合」より引用。 

 

対象市の人口から、平成 26 年度及び平成 27 年度の小型電子機器等分別自治体回収量、

約 510g／年･人、約 1.0kg／年･人を用いて算出した対象市における推計回収量は、表

4-1-1-2 に示すとおりであり、平成 26 年度の推計回収量の値と、対象市の回収実績の月平

均値との比較結果は表 4-1-1-3 に示すとおりである。 

平成 26 年度の回収期間において、対象市毎の広報の状況、地域毎ぼ従来からの廃棄物や

資源物の収集体制、住民の意識、イベント当日の天候状況等の要素が、回収イベントやボ

ックス回収に直接・間接に影響した可能性は不明だが、対象市での回収状況に寄与する諸

要因は多々考えられる。 

本事業に参加した対象市のうち、人口による推計回収量に基づく平成 26 年度回収目標値

の約 1/20 から 1/50 と大きく下回った対象市と、目標値の約 3 倍で大きく確保した対象市

との差が生じた結果となった。  

【再資源化を実施すべき量に関する目標】 

平成 27 年度までに、 1年当たり 14 万 t、1 人 1年当たりに換算すると約 1kg 
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表 4-1-1-2 国の示すシナリオ案に基づく自治体回収量の推計回収量 

 
 

※1 推計回収量は、環境省資料「制度開始時から平成 27 年度までのシナリオと回

収量」のうち、平成 26 年度自治体回収量約 510g/年･人（自治体回収率 10％）

をもとに、対象市人口から算出した。 

※2 推計回収量は、環境省資料「制度開始時から平成 27 年度までのシナリオと回

収量」のうち、平成 27 年度自治体回収量約 1,000g/年･人（自治体回収率 20％）

をもとに、対象市人口から算出した。 

 

 

 
 

表 4-1-1-3  回収実績と推計回収量の比較 

 
※3：各実証期間中の総量であり、年間値ではない。 

※4：各実証期間中の総量を各実証期間の月数で除したものである。 

 

 

対象市
総人口
（人）

平成26年度

月平均

推計回収量※1

（kg/月）

平成27年度

月平均

推計回収量※2

（kg/月）

小平市 187,131 7,953 15,594

逗子市 57,715 2,453 4,810

三浦市 45,434 1,931 3,786

南アルプス市 72,900 3,098 6,075

対象市
回収実績

(総回収量）

(kg)

月平均
総回収量

(kg/月)

平成26年度
月平均

推計回収量

（kg/月）

年間1人当たり
回収実績

(kg/年･人)

平成26年度
年間1人当たり
推計回収量

（kg/年･人）

小平市 901.5 150.3 7,953 0.01

逗子市 39,740.0 7,948.0 2,453 1.65

三浦市 406.0 101.5 1,931 0.03

南アルプス市 76,390.0 9,548.8 3,098 1.57

0.51
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4-1-2. 回収方法毎の回収実績 

 

回収方法毎の月平均回収量は下表及び下図に示すとおりである。対象市の回収実績は、

複数の回収方法の合計であるため単純に比較は出来ないが、ここでは対象市の人口と回収

実績の関係をまとめた。 

 

表 4-1-2-1 回収方法と総回収量 

 
＜凡例＞対象市毎に上表のセルおよび下図の分布では次のとおりの識別をした。 

青：主な回収方法がピックアップ回収  緑：主な回収方法が持込み回収 

オレンジ：ボックス及びイベント回収のもの 

 

 

 
 

図 4-1-2-1 対象市の人口と回収実績（月平均） 

 

No. 対象市
ボックス
回収

ピック

アップ
回収

持込
回収

イベント
回収

総回収
量(kg)

月平均

総回収量
(kg/月)

総人口
（人）

1 小平市 ○ ○ 901.5 150.3 187,131
2 逗子市 ○ ○ 39,740.0 7,948.0 57,715
3 三浦市 ○ ○ 406.0 101.5 45,434
4 南アルプス市 ○ ○ 76,390.0 9,548.8 72,900

小平市

逗子市

三浦市

南アルプス市
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回
収
量
／
月
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k
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対象人口（人）

対象市の人口と回収実績（月）

平成 27年度目標値

（1.0kg/年・人） 

平成 26年度目標値

（510g/年・人） 
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図 4-1-2-2 対象市の人口密度と回収実績 

 

図 4-1-2-1 によるとピックアップ回収及び持込回収のいずれかの回収方法を主に実施し

ている対象市の場合においては、各人口から求めた平成 26年度目標を約 3倍の実績で超過

達成した。これらの実績は、同時に平成 27年度目標についても約 1.6～1.7 倍で先行的に

超過達成する値である。一方で、ボックス回収やイベント回収のみを行っている対象市の

場合は平成 26年度目標値を大きく下回った結果となった。 

対象市の回収実績は、複数の回収方法の合計であるため単純に比較は出来ないが、回収

方法毎では、主に持込回収を実施している対象市が最も月平均回収量が多く、次いで、主

にピックアップ回収を実施している対象市が多い形となった。 

ボックス回収・イベント回収のみの対象市ではいずれも回収量がこれらの好調な回収方

法と相対的には低い状況にとどまったが、厳密には当該の対象市での実証外のピックアッ

プ回収量との比較を実証開始前後で行う必要がある。小平市、三浦市においても、ピック

アップ回収や持込回収を行っている場合、実証外のため回収量の把握はしていないが、そ

れらの量を併せれば目標値に近接もしくは上回る可能性も否定できない。 

また、人口密度と回収実績との関係を図 4-1-2-2 に示す。人口密度は、対象市の人口を

単純に面積で除したものであり、密集度は考慮していないため、一概には言えないが、人

口密度が高く、都市型の住居であるほど、特に比較的大型の小型家電の排出サイクルは早

小平市
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0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 10,000.00

回
収
量
／
月
（

k
g）

人口密度（人／km2）

対象市の人口密度と回収実績
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くなると考えられる。一方、郊外型の住居であるほど、排出サイクルが遅いが、その分退

蔵している小型家電も多く、今後の周知が浸透するにつれて回収量増加の可能性がある。 

複合的な回収を実施し、広報を継続することで、排出者の意識が向上し、適正なルート

での排出によって回収量増加につながることが期待される。 

 

4-2．住民への啓発･周知方法の有効性 

 対象市による住民への啓発・周知方法の有効性については、前項のように目標値との対

比を行うと実績に差異が生じた結果となった一方で、回収実績の実証期間中の変動に着目

すると、3-2-1 の章で前述したとおり、規模の大小はあってもいずれの対象市においても

期間中にコンスタントな一定量の回収実績を確保していることから、各種の回収ルートに

ついて住民に一定度合は認知され、認知した住民により日常的に活用されていることを示

唆する結果となり、それぞれに一定の有効性はあったものと考えられる。 

 回収方法によって差のある結果となった要因については、広報の媒体や広報タイミング、

複数の啓発手法の組合せや啓発資料の配布の規模などを総合的に検証し、各種の広報や啓

発の手法によって情報が到達する住民の属性に差異がないかの確認や、複数回でのチラシ

配布等、同じ啓発媒体による広報を繰り返し実施したり、より広範囲に、より適切なタイ

ミングで実施する等の工夫の余地がある可能性がある。 

 

4-3．住民からの照会・苦情防止の対策 

 対象市の住民からの苦情を受けた事例はほとんどないが、一部に回収ボックスへの投下

の際にボックス内での大きな衝撃音が生じる点についての報告があった。ボックス内に受

け皿や緩衝材を入れるなどの工夫の余地が考えられる。 

 

4-4．混入物対策 

 回収ボックスへのごみや対象品目以外の機器の混入は、殆どの対象市で見られた。 

 回収方法別では、主にボックス回収やピックアップ回収で見られていることから、無人

の場所や時間帯のボックス利用の回避や、ボックス自体や不燃ごみの排出拠点での掲示板

等の啓発媒体や、広報の際の表現において、さらなる注意喚起を行うための工夫の余地が

あることが考えられる。 

 

4-5．セキュリティ対策 

 個人情報を含む機器のセキュリティ対策としては、パソコンの場合はハードディスクの

破壊、携帯電話端末については専用の穿孔機での物理的破壊が最終的には望ましいが、そ

れまでの保管時には有人での監視やボックスやコンテナの施錠管理を徹底する必要があ

る。 
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4-6．系外への流出対策  

 家庭での小型家電の排出時に、特に比較的大型のものや重量物は、対象市の域内で活動

する巡回型の不用品回収業者への排出をする場合も考えられる。 

 巡回型の不用品回収業者が法に抵触する可能性があることについては一般的には十分に

認識されていず、また、廃棄物やリサイクル関連の各種の法律や制度についても複雑であ

るため、一般的に熟知はされにくいと考えられる。 

 したがって、違法の可能性のある巡回型の不用品回収業者への指導の強化や、住民への

さらなる広報や啓発の拡充の必要性が考えられる。 
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4-7. 対象市での会議要旨 

 

本事業に参加した対象市と実証事業受託者および関連業務の委託先との会議を実施した。

各会議での議事の主な要旨は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

表 4-7-1 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回／日時 

／場所 
出席者（敬称略） 

小
平
市 

第 1 回 

平成 26 年 

7 月 7日(月) 

10：00～ 

12：00 

小平市本庁舎 

会議室 

【自治体】 

小平市：環境部 ごみ減量対策課 課長補佐兼施設設備担当係長 

松尾英条、課長補佐兼管理担当係長 谷川知治、 

事業担当 主任 伊藤正樹、事業担当 工藤正彦 

 

【事業者】 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室 内田新作 

会議の主な要旨 

(1) 実証事業の内容について（スズトクホールディングス株式会社） 

・小型家電リサイクル法の概要 

・実証事業の内容 

 

(2) 参加自治体の仕様の確認等 

・回収用備品、啓発･広報用物品の納品状況 

・回収方法の確認他 

 

(3) 今年度の工程・スケジュールの確認・調整、他 

・実証用の回収期間の確認 

・計数タイミング･頻度、計量期間の確認 
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表 4-7-2 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回 

／日時／場所 
出席者（敬称略） 

小
平
市 

第 2 回 

平成 26 年 

12月17日(水) 

14：30～ 

16：30 

小平市本庁舎

会議室 

【自治体】 

小平市：環境部 ごみ減量対策課 課長補佐兼施設設備担当係長 

松尾英条、課長補佐兼管理担当係長 谷川知治、事業担

当 主任 伊藤正樹、事業担当 工藤正彦 

【事業者】 

環境省：関東地方環境事務所 廃棄物･リサイクル対策課 

廃棄物対策等調査官 丸山隆志 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室長 課長 山本紀行、新事業

開発担当 山岡絵奈 

株式会社環境管理センター：青木玲子 

会議の主な要旨 

(1) 現在までの進捗状況の確認 

 (1)-1 現在までの回収等の活動、実施イベント  

・回収ボックス設置、イベント（9/13 こだいら環境フェスティバル）実施、啓発

チラシ配布、広報･分別パンフレット等による周知等の各状況について確認。 

・回収ボックスは 9月から市内 3カ所で実施し、ごみや対象外の品目などの混入

はない。 

・毎月 2回の広報誌で回収について周知している。 

・当市では粗大ごみとして従来有料受付している品目は、状況にもよるが基本方

針として回収しない。 

・分別パンフレットを 9月に 7年ぶりに作成し、全戸配布済み。 

 (1)-2 回収量等のデータ 

・イベント回収分・ボックス回収分の合計として 11 月に計数を実施した。 

・ボックス回収で個人情報については安心感があるのか携帯端末の数が比較的多

い。リモコン、アダプタ等の付属品も多く出ている。 

・夏から秋の期間までの回収量はコンスタントに一定量出ている。 

・市が事前に計画した月間当たり回収見込みは約 100kg であり、昨年度のイベン

ト実施時のデータを参考にして設定した。 

 (1)-3 その他 

・不燃ごみ経由の小型家電は現状では回収せずにシュレッダー処理しているた

め､ピックアップは粗大ごみからのみを実施している。 

・処理施設の更新は H32 年度稼働予定で、そこで不燃ごみの手選別ライン導入を

検討する余地はある。 

 

(2) 今後の工程・スケジュールの確認・調整 

・3月に最終報告予定 

 

(3) 課題等についての意見・情報交換 

・自治会の集団回収での小型家電対応の余地も考えられるが事例としての情報がな

い。 

・回収ボックスへの投入が順調だと投入口から手が届いてしまう場合があるので、

今後は容量はもう尐し大きいほうが良い。 
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表 4-7-3 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回／日時 

／場所 
出席者（敬称略） 

逗
子
市 

第 1 回 

平成 26 年 

7 月 9日(水) 

15：30～ 

17：00 

逗子市環境ク

リーンセンタ

ー 

【自治体】 

逗子市：環境都市部 環境クリーンセンター石井次長、中川係長、

他 15名 

 

【事業者】 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室 課長 山本紀行 

株式会社鈴徳：藤沢営業所 大野慎治 

会議の主な要旨 

(1) 実証事業の内容について（スズトクホールディングス株式会社） 

・小型家電リサイクル法の概要 

・実証事業の内容 

 

(2) 参加自治体の仕様の確認等 

・回収用備品、啓発･広報用物品の納品状況 

・回収方法の確認他 

 

(3) 今年度の工程・スケジュールの確認・調整、他 

・実証用の回収期間の確認 

・計数タイミング･頻度、計量期間の確認 
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表 4-7-4 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回 

／日時／場所 
出席者（敬称略） 

逗
子
市 

第 2 回 

平成 26 年 

12月18日(木) 

15：00～ 

16：30 

逗子市環境ク

リーンセンタ

ー 

【自治体】 

逗子市：環境都市部 環境クリーンセンター 処理係長 松岡、資

源循環課 係長 中川公嗣、環境クリーンセンター 収集

係 主事 細野翔太、坂本 

収集班 和田、鈴木（昭）、白石、三留、磯口、小林（健） 

破砕班 青田 

【事業者】 

環境省：関東地方環境事務所 廃棄物･リサイクル対策課 

廃棄物対策等調査官 丸山隆志 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室長 課長 山本紀行 

株式会社鈴徳：藤沢営業所 大野慎治 

株式会社環境管理センター：青木玲子 

会議の主な要旨 

(1) 現在までの進捗状況の確認 

(1)-1 現在までの回収等の活動、実施イベント  

・回収ボックス 10 台、保管倉庫 2 台を設置した。8 カ所に設置し、市役所は 2

台、残り１台はイベント用に使用する。 

・8カ所のうち、商工会館以外は公共施設である。 

・チラシ 5,000 枚は回収箱の設置個所と各種イベントでの配布予定。8月の広報

誌にも記事を掲載した。 

・実証外だが 10 月に逗子市民祭りでイベント回収を行った。（参考値扱い） 

(1)-2 回収量等のデータ 

・10 月からボックス回収を実施し、11月回収分について計数を実施。 

・ボックス回収分の計数結果では、計 131 点、約 46kg、携帯端末が非常に多く、

次いで付属品のケーブル､リモコン､アダプタ等である。まだ退蔵品の回収余地

があると考えられる。 

・来年 10月からのごみの有料化の説明会の際に、再度の周知を図る予定。 

・ピックアップ分との合算では、目標値の月間約 2.6 トンを遙かに凌駕した約 4

トンとなっている。市民の意識が高いと思われる。 

(1)-3 その他 

・来年のごみ有料化は小型家電も含まれる。ステーション回収や、実証に応募

するか否かも含めて検討中。 

 

(2) 今後の工程・スケジュールの確認・調整 

・3月に最終報告予定。 

 

(3) 課題等についての意見・情報交換 

・ごみの有料化については市民への説明会や議会で炎上した。小型家電の実証

については、市民や議会などから特に異論は出ていない。 

・ボックス回収に出ている品目の 8割は不燃ごみへも出ている。 

・自治会ルートを利用した啓発は本市では難しい。 
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表 4-7-5 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回／日時 

／場所 
出席者（敬称略） 

三
浦
市 

第 1 回 

平成 26 年 

7 月 9日(水) 

13：00～ 

14：30 

三浦市本庁舎 

分館 

【自治体】 

三浦市：都市環境部 廃棄物対策課 雙田グループリーダー、石川 

 

【事業者】 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室 課長 山本紀行 

株式会社鈴徳：藤沢営業所 大野慎治  

 

会議の主な要旨 

(1) 実証事業の内容について（スズトクホールディングス株式会社） 

・小型家電リサイクル法の概要 

・実証事業の内容 

 

(2) 参加自治体の仕様の確認等 

・回収用備品、啓発･広報用物品の納品状況 

・回収方法の確認他 

 

(3) 今年度の工程・スケジュールの確認・調整、他 

・実証用の回収期間の確認 

・計数タイミング･頻度、計量期間の確認 
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表 4-7-6 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回 

／日時／場所 
出席者（敬称略） 

三
浦
市 

第 2 回 

平成 26 年 

12月19日(木) 

13：30～ 

14：30 

三浦市本庁舎 

分館 

【自治体】 

三浦市：都市環境部 廃棄物対策課 雙田グループリーダー 

 

【事業者】 

スズトクホールディングス株式会社： 

新事業開発担当 山岡絵奈 

株式会社鈴徳：藤沢営業所 大野慎治  

株式会社環境管理センター：青木玲子 

会議の主な要旨 

(1) 現在までの進捗状況の確認 

 (1)-1 現在までの回収等の活動、実施イベント  

・回収ボックスは 11/4 に設置し、１ケ月弱で約 120kg 集まった。 

・11/16「みうら市民祭り」ではボックスを利用したイベント回収を行ったが、

あまり入っていなかった。 

・祭りのパンフレットでは回収について記載し、全戸配布していたと思われる。 

・昨年度に試行で実施したイベント回収時には多く出ていた。実証のイベント回

収が尐量であった原因として、駐車場が離れていたなどの影響が考えられる。 

・イベント時に市民に資源化の説明をした際は反応は良好だったのだが、実際は

実証回収以外の、従来からの方法で捨てていることが考えられる。 

・イベント時は他の件も含めて職員 5名体制で対応した。 

(1)-2 回収量等のデータ 

・11月の約 1ケ月間のボックス回収分を計数した結果、携帯電話、理容用機器、

電話機･FAX･ラジオの品目分類の順に多かった。 

・その他については対象品目以外のものを分類した。 

・ステーション回収では個人情報が心配で捨てていなかったが、ボックス回収で

は出てきているという状況が同様に他市でも確認されている。 

・今後は量が減っていくことも想定されているが、近隣の複数の他自治体で実証

2年目だが約 10-15％しか減らず、月間約 250kg はコンスタントに出ている。 

(1)-3 その他 

・ごみ関係だけのイベントは本市では実施していないため、イベントは市民祭り

のみが啓発の機会である。 

 

(2) 今後の工程・スケジュールの確認・調整 

・3月に最終報告予定。 

 

(3) 課題等についての意見・情報交換 

・ボックスは投入時の音が大きいため、中に座布団を入れる等の工夫をしている。 

・騒音防止上は、ボックス容量がもう尐し小さくても良い。満タンに近いときに

投入口から手が届く問題については職員がいる場所なので問題ないと思う。 

・チラシは 10月号の広報誌と同時に、約 1万 7,800 部を全戸配布している。 

・チラシに関する問い合わせは、該当品目について等、配布後に数件あった。 

・従来から粗大ごみで有料で収集している fax 付き電話機は実証では断っている。 
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表 4-7-7 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回／日時 

／場所 
出席者（敬称略） 

南
ア
ル
プ
ス
市 

第 1 回 

平成 26 年 

7 月 10 日(木) 

15：00～ 

17：00 

南アルプス市

役所 

【自治体】 

南アルプス市：市民部 環境課 主査 河西勝巳、ごみ減量化推進

担当 課長補佐 森本浩人 

 

【事業者】 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室  課長 山本紀行 

株式会社エコネコル：営業部 営業課 課長 冨田哲弘 

株式会社大丸金属：営業･総務 中西佑貴 

会議の主な要旨 

(1) 実証事業の内容について（スズトクホールディングス株式会社） 

・小型家電リサイクル法の概要 

・実証事業の内容 

 

(2) 参加自治体の仕様の確認等 

・回収用備品、啓発･広報用物品の納品状況 

・回収方法の確認他 

 

(3) 今年度の工程・スケジュールの確認・調整、他 

・実証用の回収期間の確認 

・計数タイミング･頻度、計量期間の確認 
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表 4-7-8 対象市との会議の実施状況 

自

治

体 

会議回 

／日時／場所 
出席者（敬称略） 

南
ア
ル
プ
ス
市 

第 2 回 

平成 26 年 

12月12日(金) 

13：30～ 

15：30 

南アルプス市

役所 

【自治体】 

南アルプス市：市民部 環境課 主査 河西勝巳、ごみ減量化推進

担当 課長補佐 森本浩人 

 

【事業者】 

スズトクホールディングス株式会社： 

小型家電リサイクル推進室  課長 山本紀行 

株式会社エコネコル：営業部 営業一課 菊田大樹 

株式会社大丸金属：営業･総務 中西佑貴 

株式会社ウィトンズ：森谷朗 

株式会社環境管理センター：青木玲子 

会議の主な要旨 

(1) 現在までの進捗状況の確認 

 (1)-1 現在までの回収等の活動、実施イベント  

・実証物品として啓発用の分別マニュアルの冊子を製作し、9月末から 10月頭に

かけて全戸配布した。 

・分別マニュアルへの市民の反応としては回収実績として数字に表れ、回収個数

が増えているので反応は良好と考えられる。 

・小型家電の回収の周知方法はマニュアルの配布だけでなく、地元のケーブルテ

レビも使って実施している。 

・全戸配布は自治会のメール便(地域の区や組の組長が直接各戸を巡回して手渡

する方式)の協力によって実施した。また、新聞折り込み型や役所に据置きの広

報によって啓発を実施した。 

(1)-2 回収量等のデータ 

・回収時の現場状況の概観としては、従来からの回収物の品目や重量に目立った

大きな変化はない。 

・約 3ケ月間で尐なくとも約 1.7ｔはピックアップ回収された。 

・11月回収分の一部としての計数結果では、オーディオプレーヤー、ステレオそ

の他の音響機器、炊飯ジャー、電子レンジ、扇風機、除湿器、アイロン、掃除

機等だった。 

・南アルプス市は他市と比較して蛍光灯器具が多くなっている。 

(1)-3 その他 

・持込回収量が多く、ピックアップ回収量が尐量であった原因として、不燃ごみ

回収を従来は月 2 回だったのを H26/4 から 1 回に変更したこと、また持込拠点

の資源回収センターは週 4日間受付としたことが、影響したと考えられる。 

 

 (2) 今後の工程・スケジュールの確認・調整 

・3月に最終報告予定 

 

(3) 課題等についての意見・情報交換 

・新庁舎計画があり、今後は支所の統廃合で支所へのボックス設置は困難と考え

られる。 
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５．まとめ 

 本実証事業の対象市の回収実績として、ピックアップ回収及び持込回収のいずれかの回収方

法を主に実施している対象市の場合においては、各人口から求めた目標値に近接した値を大幅

に超過して確保した結果となった。一方で、ボックス回収やイベント回収のみを行っている対

象市の場合は目標値を大きく下回る結果となった。 

 回収方法の単純比較は出来ないが、主な傾向として、持込回収やピックアップ回収を行って

いる対象市が月平均回収量が多い傾向にあった。 

 今後はより効率的・合理的な回収方法の検討材料として、従来のピックアップ回収量と、持

込回収やボックス回収・イベント回収との比較を、実証開始前後で行う必要がある。 

なお、小型家電のリサイクル体制を構築する際に、対象市と認定事業者等との間で発生する

負担要素および負担の軽減要素の概要を表 5-1 にとりまとめた。 

本事業の結果から、対象市が小型家電の回収量を確保するためには、不燃ごみ等からのピッ

クアップ回収の取組みが必要であるが、ピックアップ回収を実施するためには、仕分け等に係

る人件費および委託費用、あるいはピックアップ回収をするためのヤードの確保や、ベルトコ

ンベア等施設の改変等が必要となる。 

また、小型家電の品位、市町村集積場から認定事業者へ引き渡す際の運賃、シュレッダーダ

スト処分費などの要因から逆有償での処理となるケースもあり得るが、逆有償となった場合、

市町村等は新たな予算確保が必要となる。 

さらに、最近の動向としては、精錬会社の金属類の受け入れが鈍化しつつあり、このままで

はリサイクル制度による国内循環が困難となる可能性があるため、対象市の負担を軽減する方

策を検討する必要性も考えられる。 

表 5-1 市町村等および認定事業者の負担及び負担軽減要素 

 市町村等 認定事業者等 

出費または 

負担要素 

・広報、備品等の初期投資 

・イベント開催費用 

・ボックス回収の拠点回収費用 

・ピックアップ回収・ 

仕分け等に係る委託費等 

・保管ヤード費用 

・認定事業者への収集運搬費 

・小型家電の買取価格 

・手選別作業 

（電池等有害物取り外し作業等） 

・破砕処理 

・残渣・廃棄物処理費 

・精錬業者への収集運搬費 

・金属の売却損 

収益または 

軽減要素 

 

・小型家電の従来の廃棄物処理費 

・小型家電の売却益 

・最終処分場の延命費用 

・有用金属の売却益 

・有用金属回収における新技術の開発 

金属価格の相

場変動 
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その他、小型家電の価格を決定する要因として、金属価格の相場変動がある。小型家電リサ

イクル法施行後の、鉄スクラップの相場は、法施行時（平成 25 年 4 月）は関東・中部・関西

の 3 地区平均価格（中央値）で 32,500 円／t、同年 11 月に上昇したが、その後下降傾向をた

どり、平成 27 年 2 月では 24,000 円／tと法施行時の約 7割まで下落しており（図 5－1）、金、

銅の商品卸値価格※（日経商品指数）では、法施行後上下動はあるものの、大きな変動は見ら

れなかった（図 5－2）。前述の歩留り結果で、小型家電は鉄の含有率が高いため、鉄の相場価

格変動は小型家電の価格決定に大きな影響を与える。 

また、小型家電の有価性は運送効率に大きく左右される。小型家電を市町村等の集積場で一

定量保管し、量が確保出来た時点で回収するなど、市町村等および認定事業者の相互協力によ

る効率的な引渡しあるいは回収が課題として挙げられる。認定事業者は有償買取りが可能とな

る回収方法及び運搬方法を各市町村等に積極的に提案し、地域特性を踏まえた効率的な回収体

制を構築する支援を行うなど、買取り単価のみを提示するだけでなく、ニーズに応じた調整力

を持つことが小型家電リサイクルの普及と定着に繋がると思われる。 

 

※ 金、銅、アルミニウムのリサイクル材価格として公表資料がなかったため、日経商品指数を用いた。但し、

リサイクル材としての金銀銅屑は、混合物や付着物の割合、またその性状により価格が大きく異なるため

留意が必要である。 

 

図 5－1 鉄スクラップ相場の価格変動 

（ 一社）日本鉄リサイクル工業会 HP より引用、加工した） 

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

35,000

37,500

40,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月

平成25年 平成26年 平成27年

鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
相
場
（
円
／

t）

鉄スクラップ相場の価格変動 北海道

東北

関東

中部

関西

中四国

九州

関東・中

部・関西平

均



- 41 - 

 

 

図 5－2 金、銅、アルミニウム価格変動 

（日経商品指数のデータを引用した） 
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Ⅰ 対象市町村等の物品等一覧 

 

 

 

 

 

 

 



自治体 品名 仕様 個数 単位

小平市 回収ボックス 一口ボックス 3 台

回収ボックス 二口ボックス 10 台

保管用倉庫 W1390×D900×H1960 2 棟

チラシ① Ａ４カラー両面 5,000 枚

チラシ② Ａ４カラー両面 5,000 枚

回収ボックス 二口ボックス 8 台

携帯電話破壊機 W60×H115×D210 2 台

チラシ Ａ４カラー両面 23,000 枚

ポスター Ａ２カラー 500 枚

南アルプス市 ごみ分別マニュアル 27,000 部

逗子市

三浦市

添付Ⅰ　対象市町村等の物品等一覧
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Ⅱ 対象市町村等の実証事業実施状況 
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1. 東京都小平市 

 

東京都小平市 

人口 185,320  人 （平成 24 年度人口動態調査） 

世帯数 85,224  世帯   

面積 20.51  ㎢   

人口密度 4155  人/㎢   

 

 

 

1-1. 実証事業の内容 

① 回収方法 

【拠点ボックス回収】 

市役所庁舎、東部出張所、西部出張所の市内３か所に回収ボックスを設置し回収を

行う。それぞれ正面入り口風除室内に設置する。なお、回収ボックスについては、

大型物の投入を防ぐため、投入口のサイズを限定したものとし、かつ、個人情報保

護のため、取り出し扉に施錠でき、投入口にスライダーが付いているものを使用す

る。 

  【イベント回収】 

小平市と補助金団体である小平市ごみ減量推進実行委員会が共催で、各年１回、開

催している「ごみゼロフリーマーケット」及び「こだいら環境フェスティバル」で

イベント回収を実施。 

また、同じく共催で、あらかじめ市報等にて日時場所を広報し、市内会場にて回収

を行う。受取り方法については、どちらも市職員による対面受取りを予定。 

② 運搬方法 

【拠点ボックス回収】 

   市職員が月１回程度、各設置場所を巡回し回収を行う。また、設置施設から連絡が

あれば随時回収し、市内保管場所に運搬する。 

【イベント回収】 

   市職員がイベントの都度、市内保管場所に運搬する。 

 

回収量が概ね１トン程度集まったら、市内保管場所から認定事業者処理施設へ認定

事業者が運搬する。 

③ 回収品目 

【拠点ボックス回収】 

制度対象品目でボックスに入る大きさのもの。 

 

【イベント回収】 

制度対象品目 
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1-2. 回収ボックス等、物品一覧 

品名 仕様 個数 単位 

回収ボックス 一口ボックス 3  台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収ボックス扉部貼付シール 
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1-3. 実証事業の内容 

 

 

回収ボックス 正面全景 回収ボックス 投入口 

 

 

回収ボックス 前面左斜め  
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2. 神奈川県逗子市 

 

神奈川県逗子市 

人口 60,271  人 （平成 24 年度人口動態調査） 

世帯数 26,589  世帯   

面積 17.28  ㎢ 
 

人口密度 3,488  人/㎢   

 

 

2-1. 実証事業の内容 

①回収方法 

【拠点ボックス回収】 

  「希尐金属等の資源の国内流通」に寄与すべく、拠点回収によって、小型かつ希尐

金属を高率で含有する品目（携帯電話・ＰＨＳ等）を回収する。市内の公共施設（8

か所を想定）に回収ボックスを設置し、市民の持込みによる回収を行う。 

  【ピックアップ回収】 

「減量効果」に寄与すべく、比較的幅広い品目を対象とし、収集粗大ごみ及び市民

が処分を目的として自らクリーンセンターに搬入したごみ（以下「持込みごみ」と

いう。）から選別して回収する。 

② 運搬方法 

【拠点ボックス回収】 

   拠点回収ボックスからクリーンセンターへの収集運搬は、自治体が行う。 

クリーンセンターにおいて脱着式コンテナ車両に車載可能なコンテナ容器にて保管。 

【ピックアップ回収】 

   対象品目を自治体が選別してコンテナ容器に保管する。。 

 

クリーンセンターに保管した回収物は、保管場所において認定事業者に引き渡す。 

③ 回収品目 

【拠点ボックス回収】 

対象品目：10 品目 

・電話機 ・携帯電話端末、ＰＨＳ端末 ・デジタルカメラ（フィルムカメラ含む） 

・ビデオカメラ ・デッキを除くデジタルオーディオプレーヤー、テープレコーダー、 

ＤＶＤプレーヤー、ＣＤプレーヤー、ＭＤプレーヤー、ＩＣレコーダーその他の 

電気音響機械器具 ・電子書籍端末 ・電子式卓上計算機、電子辞書その他の事務 

用電気機械器具 ・電子時計及び電気時計 ・ゲーム機その他の電子玩具及び電動 

玩具（携帯型ゲーム機含む） ・ＥＴＣ車載ユニット、ＶＩＣＳユニット 

【ピックアップ回収】 

政令により指定された品目全般（電気・電池によって作動する製品全般を想定） 
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2-2. 回収ボックス等、物品一覧 

品名 仕様 個数 単位 

回収ボックス 二口ボックス 10  台 

保管用倉庫 W1390×D900×H1960 2  棟 

チラシ① Ａ４カラー両面 5,000  枚 

チラシ② Ａ４カラー両面 5,000  枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収ボックスシール 
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2-3. 広報媒体の作成 

① チラシ（A版：導入周知用） 

  A4カラー両面、5,000枚作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 
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裏 
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② チラシ（B版：出し方周知用） 

A4カラー両面、5,000枚作成。 
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2-4. 実証事業の内容 

 

イベント回収の状況 

  

高齢者センター 市民交流センター 

  

商工会 小坪公民館 
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逗子アリーナ 逗子市役所 

  

青少年会館 倉庫 

 

 

沼間公民館  
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3. 神奈川県三浦市 

 

神奈川県三浦市 

人口 47,613 人 （平成 24 年度人口動態調査） 

世帯数 20,173 世帯   

面積 32.05  ㎢   

人口密度 1,486  人/㎢   

 

3-1. 実証事業の内容 

①回収方法 

【ボックス回収】 

公共施設６か所に回収ボックスを設置し、小型家電を回収する。 

  【イベント回収】 

みうら市民まつりの実施にあわせ、イベント会場で、市民への普及啓発を行いなが

ら、小型家電を回収する。 

② 運搬方法 

【ボックス回収】 

   ボックスからの回収は、職員が１か月に２回程度、ボックス設置場所を巡回して小

型家電を回収し、携帯電話・ＰＨＳ、スマートフォンとそれ以外の品目に分け保管

する。携帯電話・ＰＨＳ、スマートフォンについては個人情報保護対策を行ったう

えで施設内に保管する。 

【イベント回収】 

   職員がイベント会場で直接市民から小型家電を回収する。携帯電話・ＰＨＳ、スマ

ートフォンについては個人情報保護対策を行ったうえで施設内に保管する。 

 

月１回程度、認定事業者が三浦市保管施設で保管している小型家電を中間処理施設

へ運搬する。 

③ 回収品目 

特定対象品目の内、以下の 16品目（ボックス投入口に投入可能な大きさのもの） 

・携帯電話・ＰＨＳ ・スマートフォン ・電話機（ＦＡＸ機能付きを除く） 

・携帯ラジオ ・デジタルカメラ ・ビデオカメラ ・ポータブルＤＶＤプレーヤー 

・携帯音楽プレーヤー ・ＩＣレコーダー ・テープレコーダー（デッキタイプを除く） 

・補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリー） ・電子辞書 

・ゲーム機（据置型、携帯型） ・電卓 ・理容用機器（ドライヤー、電気カミソリ、

電動歯ブラシ） ・付属品（ＡＣアダプター、充電器、電源、コード等） 
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3-2. 回収ボックス等、物品一覧 

品名 仕様 個数 単位 

回収ボックス 二口ボックス 8  台 

携帯電話破壊機 W60×H115×D210 2  台 

チラシ Ａ４カラー両面 23,000  枚 

ポスター Ａ２カラー 500  枚 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収ボックスシール 



添付Ⅱ-14 

 

3-3. 広報媒体の作成 

①  周知用チラシ 

  A4カラー両面、23,000枚作成。全戸配布で周知。 
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②  ポスター 

A2サイズ。公民館等。行政施設に貼付。 
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3-4. 実証事業の内容 

回収ボックス設置状況、イベント実施状況 

  

環境センター 市役所分館１階 

 
 

市役所本館１階 初声センター 

  

南下浦センター イベント回収の実施状況 
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ポスター貼付状況 

  

区掲示板１ 区掲示板２ 

  

区掲示板３ 区掲示板４ 

  

区掲示板５ 出張所 
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4. 山梨県南アルプス市 

 

山梨県南アルプス市 

人口 73,261  人 （平成 24 年度人口動態調査） 

世帯数 26,195 世帯   

面積 264.14 ㎢   

人口密度 277  人/㎢   

 

 

4-1. 実証事業の内容 

① 回収方法 

【持込み回収】 

南アルプス市民が市内北部・南部に設置した資源回収センターに小型電子機器等を

直接持ち込む。 

毎週木・金・土・日曜日の午前９時から午後４時までの間、有人体制により回収を

する。 

  【ピックアップ回収】 

南アルプス市が指定する場所において、不燃粗大ごみに持ち込んだ廃棄物から小型

電子機器等をピックアップ方式により分別をする。 

南アルプス市内の４会場で年７回、時間を指定し粗大ごみ収集時に分別を行なう。 

② 運搬方法 

１．収集保管場所から積替施設までの運搬 

小型電子機器等は一定量が貯まるまでは南アルプス市が保管し、認定事業者が指

定する積替施設業者に引き渡す。 

引き渡した小型電子機器等は、積替施設業者が一時保管。 

２．積替施設業者から中間処理業者までの運搬 

小型電子機器等は一定量が貯まるまでは積替施設業者が保管し、中間処理業者に

引き渡す。 

引き渡した小型電子機器等は中間処理業者が運搬し、中間処理業者工場内のスト

ックヤードで保管。 

③ 回収品目 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第１条に定める 28項目の小

型電子機器等を基本とする。 

住民に分かりやすい分別品目とするため「一般消費者が通常生活で用いる電池、コンセ

ントから電力を受けて作動する電気機械器具（特定家庭用機器再商品化法対象品目を除

く。）であって、不要になったもの。」として山梨県南アルプス市における小型電子機器

等を定義し、住民に周知する。 
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4-2. 物品一覧

品名 仕様 個数 単位 

ごみ分別マニュアル A4版、44頁 27,000  部 

ごみ分別マニュアル（表紙）
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Ⅲ 計数・計量表 
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Ⅲ 計数・計量表    

【小平市】① 

 

 

 

 

 

 

  

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 166 16.0 4.6%

2 40 16.0 4.6%

3 28 4.0 1.1%

4 99 36.0 10.3%

5 6 4.0 1.1%

6 43 5.0 1.4%

7 30 15.0 4.3%

8 0 0.0 0.0%

9 44 9.0 2.6%

10 10 3.0 0.9%

11 55 19.0 5.4%

12 14 3.0 0.9%

13 27 5.0 1.4%

14 17 13.0 3.7%

15 1 2.0 0.6%

16 96 108.0 30.9%

17 132 92.0 26.3%

808 350.0 100.0%

時計

ゲーム機（据置型、携帯型）

カー用品（カーナビ、カーテレビ、カーステレオ）

付属品（リモコン、ケーブル、ＡＣアダプタ、キーボード、マウス）

その他

合　計

懐中電灯

携帯電話、ＰＨＳ

電話機、ＦＡＸ

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、カメラ

録画再生装置（ＤＶＤ・ビデオ）

音響機器（MD・ＣＤプレーヤ、ヘッドホン及びイヤホン、ＩＣレコーダ）

補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリカード）

電子書籍端末

電子辞書、電卓

電子血圧計、電子体温計

理容用機器（ドライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ）

特定対象品目 小平市

No, 品　　目

計数表（小型家電の選別と数量把握） 平成26年11月28日

ボックス回収 メタルリサイクル㈱
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【逗子市】① 

 

 

 

 

 

 

 

  

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 49 7.7 16.7%

2 7 6.7 14.6%

3 8 3.7 7.9%

4 6 2.0 4.4%

5 3 6.5 14.2%

6 0 0.0 0.0%

7 0 0.0 0.0%

8 0 0.0 0.0%

9 0 0.0 0.0%

10 0 0.0 0.0%

11 10 2.6 5.6%

12 0 0.0 0.0%

13 5 1.1 2.4%

14 9 9.1 19.7%

15 0 0.0 0.0%

16 33 5.9 12.9%

17 1 0.7 1.5%

131 46.1 100.0%

計数表（小型家電の選別と数量把握）
H26.10.30～H26.11.20
（市役所ボックスのみ
10/1～11/20）

鈴徳　児玉営業所ボックス回収（全8台）

電子辞書、電卓

No, 品　　目

携帯電話、ＰＨＳ

電話機、ＦＡＸ

ラジオ

逗子市

デジタルカメラ、ビデオカメラ、カメラ

録画再生装置（ＤＶＤ・ビデオ）

音響機器（MD・ＣＤプレーヤ、ヘッドホン及びイヤホン、ＩＣレコーダ）

補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリカード）

電子書籍端末

特定対象品目

付属品（リモコン、ケーブル、ＡＣアダプタ、キーボード、マウス）

その他

合　計

電子血圧計、電子体温計

理容用機器（ドライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ）

懐中電灯

時計

ゲーム機（据置型、携帯型）

カー用品（カーナビ、カーテレビ、カーステレオ）
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【逗子市】② 

 

 

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 27 28.3 0.7%

2 0 0.0 0.0%

3 3 4.7 0.1%

4 61 284.3 7.0%

5 47 167.8 4.1%

6 0 0.0 0.0%

7 0 0.0 0.0%

8 41 247.4 6.1%

9 0 0.0 0.0%

10 0 0.0 0.0%

11 17 121.4 3.0%

12 0 0.0 0.0%

13 0 0.0 0.0%

14 6 11.6 0.3%

15 0 0.0 0.0%

16 0 0.0 0.0%

17 168 1559.0 38.4%

18 101 428.2 10.5%

19 107 310.3 7.6%

20 72 661.0 16.3%

21 7 2.5 0.1%

22 9 58.5 1.4%

23 0 0.0 0.0%

24 12 72.0 1.8%

25 52 72.6 1.8%

26 0 0.0 0.0%

27 0 0.0 0.0%

28 11 7.0 0.2%

29 12 27.2 0.7%

753 4,063.9 100.0%

ＰＣ

計数表（小型家電の選別と数量把握） H26.10.30～H26.11.20

鈴徳　児玉営業所

逗子市

No, 品　　目

電話機、ＦＡＸその他の有線通信機器

携帯電話、ＰＨＳその他の無線通信機器

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤレコーダー

オーディオプレーヤー、ステレオその他の電気音響機器

ピックアップ回収

制度対象品目

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機器

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

プリンターその他の印刷装置

ディスプレイその他の表示装置

電子書籍端末

電動ミシン

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

電子式卓上計算機その他の事務用電気機器

ヘルスメーターその他の計量用電気機器

電動式吸入器その他の医療用電気機器

フィルムカメラ

炊飯ジャー、電子レンジその他の台所用電気機器

合　計

アイロン、掃除機その他の衛生用電気機器

こたつ、ストーブその他の保温用電気機器

ヘアドライヤー、かみそりその他の理容用電気機器

電器マッサージ

ランニングマシンその他の運動用電気機器

電器芝刈り機その他の園芸用電気機器

蛍光灯器具その他の電気照明器具

電子時計、電気時計

電子楽器、電気楽器

ゲーム機その他の電子玩具および電動式玩具

その他



添付Ⅲ-4 

 

【三浦市】① 

 

 

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 2 2.1 26.1%

2 0.0 0.0%

3 0.0 0.0%

4 0.0 0.0%

5 0.0 0.0%

6 0.0 0.0%

7 0.0 0.0%

8 0.0 0.0%

9 0.0 0.0%

10 0.0 0.0%

11 0.0 0.0%

12 0.0 0.0%

13 0.0 0.0%

14 0.0 0.0%

15 0.0 0.0%

16 0.0 0.0%

17 0.0 0.0%

18 1 4.2 52.7%

19 0.0 0.0%

20 0.0 0.0%

21 3 1.1 13.3%

22 0.0 0.0%

23 0.0 0.0%

24 0.0 0.0%

25 0.0 0.0%

26 0.0 0.0%

27 0 0.0 0.0%

28 1 0.6 7.9%

29 0.0 0.0%

7 8.0 100.0%

ＰＣ

計数表（小型家電の選別と数量把握） 平成26年11月16日

鈴徳　藤沢営業所

三浦市

No, 品　　目

電話機、ＦＡＸその他の有線通信機器

携帯電話、ＰＨＳその他の無線通信機器

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤレコーダー

オーディオプレーヤー、ステレオその他の電気音響機器

イベント回収

制度対象品目

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機器

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

プリンターその他の印刷装置

ディスプレイその他の表示装置

電子書籍端末

電動ミシン

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

電子式卓上計算機その他の事務用電気機器

ヘルスメーターその他の計量用電気機器

電動式吸入器その他の医療用電気機器

フィルムカメラ

炊飯ジャー、電子レンジその他の台所用電気機器

合　計

アイロン、掃除機その他の衛生用電気機器

こたつ、ストーブその他の保温用電気機器

ヘアドライヤー、かみそりその他の理容用電気機器

電器マッサージ

ランニングマシンその他の運動用電気機器

電器芝刈り機その他の園芸用電気機器

蛍光灯器具その他の電気照明器具

電子時計、電気時計

電子楽器、電気楽器

ゲーム機その他の電子玩具および電動式玩具

その他
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【三浦市】② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 75 7.0 5.7%

2 38 28.6 23.5%

3 16 7.2 6.0%

4 5 4.6 3.8%

5 16 2.2 1.8%

6 0 0.0 0.0%

7 0 0.0 0.0%

8 15 2.9 2.4%

9 2 1.7 1.4%

10 40 13.6 11.1%

11 0 0.0 0.0%

12 0 0.0 0.0%

13 10 7.4 6.1%

14 1 1.3 1.1%

15 30 34.0 28.0%

16 36 3.7 3.0%

17 9 7.4 6.1%

293 121.6 100.0%

計数表（小型家電の選別と数量把握） 平成26年11月27日

ボックス回収 鈴徳　藤沢営業所

特定対象品目 三浦市

No, 品　　目

時計

携帯電話、ＰＨＳ

電話機、ＦＡＸ､ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、カメラ

録画再生装置（ＤＶＤ・ビデオ）

音響機器（MD・ＣＤプレーヤ、ヘッドホン及びイヤホン、ＩＣレコーダ）

補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリカード）

電子書籍端末

電子辞書、電卓

電子血圧計、電子体温計

理容用機器（ドライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ）

懐中電灯

ゲーム機（据置型、携帯型）

カー用品（カーナビ、カーテレビ、カーステレオ）

付属品（リモコン、ケーブル、ＡＣアダプタ、キーボード、マウス）

充電器、地上デジタルチューナ、ＣＳデジタルチューナ、ゲーム用コントローラ

その他

合　計



添付Ⅲ-6 

 

【南アルプス市】① 

 

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 10 60.0 5.0%

2 5 3.0 0.3%

3 12 40.0 3.4%

4 8 40.0 3.4%

5 35 150.0 12.6%

6 10 60.0 5.0%

7 0 0.0 0.0%

8 14 70.0 5.9%

9 13 110.0 9.2%

10 0 0.0 0.0%

11 0 0.0 0.0%

12 2 3.0 0.3%

13 0 0.0 0.0%

14 5 15.0 1.3%

15 2 2.0 0.2%

16 0 0.0 0.0%

17 70 190.0 16.0%

18 46 180.0 15.1%

19 22 80.0 6.7%

20 5 50.0 4.2%

21 16 10.0 0.8%

22 0 0.0 0.0%

23 0 0.0 0.0%

24 0 0.0 0.0%

25 5 10.0 0.8%

26 4 2.0 0.2%

27 2 35.0 2.9%

28 10 30.0 2.5%

29 20 50.0 4.2%

316 1,190.0 100.0%合　計

アイロン、掃除機その他の衛生用電気機器

こたつ、ストーブその他の保温用電気機器

ヘアドライヤー、かみそりその他の理容用電気機器

電器マッサージ

ランニングマシンその他の運動用電気機器

電器芝刈り機その他の園芸用電気機器

蛍光灯器具その他の電気照明器具

電子時計、電気時計

電子楽器、電気楽器

ゲーム機その他の電子玩具および電動式玩具

その他

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機器

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

プリンターその他の印刷装置

ディスプレイその他の表示装置

電子書籍端末

電動ミシン

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

電子式卓上計算機その他の事務用電気機器

ヘルスメーターその他の計量用電気機器

電動式吸入器その他の医療用電気機器

フィルムカメラ

炊飯ジャー、電子レンジその他の台所用電気機器

ＰＣ

計数表（小型家電の選別と数量把握） 平成26年8月8日

㈱エコネコル

南アルプス市

No, 品　　目

電話機、ＦＡＸその他の有線通信機器

携帯電話、ＰＨＳその他の無線通信機器

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤレコーダー

オーディオプレーヤー、ステレオその他の電気音響機器

ピックアップ回収

制度対象品目
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【南アルプス市】② 

 

受入れ日

回収方法 担当工場

回収品目 自治体名

個数 重量 割合

個 ｋｇ ％

1 49 30.0 1.8%

2 0 0.0 0.0%

3 14 4.0 0.2%

4 32 40.0 2.4%

5 85 210.0 12.7%

6 0 0.0 0.0%

7 0 0.0 0.0%

8 22 160.0 9.7%

9 0 0.0 0.0%

10 0 0.0 0.0%

11 0 0.0 0.0%

12 0 0.0 0.0%

13 0 0.0 0.0%

14 2 5.0 0.3%

15 5 2.0 0.1%

16 0 0.0 0.0%

17 87 400.0 24.2%

18 48 160.0 9.7%

19 65 140.0 8.5%

20 38 90.0 5.5%

21 50 14.0 0.8%

22 11 39.0 2.4%

23 0 0.0 0.0%

24 10 23.0 1.4%

25 88 120.0 7.3%

26 45 23.0 1.4%

27 3 13.0 0.8%

28 42 19.0 1.2%

29 53 158.0 9.6%

749 1,650.0 100.0%

ゲーム機その他の電子玩具および電動式玩具

その他

合　計

電器マッサージ

ランニングマシンその他の運動用電気機器

電器芝刈り機その他の園芸用電気機器

蛍光灯器具その他の電気照明器具

電子時計、電気時計

電子楽器、電気楽器

ヘアドライヤー、かみそりその他の理容用電気機器

電子書籍端末

電動ミシン

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

電子式卓上計算機その他の事務用電気機器

ヘルスメーターその他の計量用電気機器

電動式吸入器その他の医療用電気機器

フィルムカメラ

炊飯ジャー、電子レンジその他の台所用電気機器

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機器

アイロン、掃除機その他の衛生用電気機器

こたつ、ストーブその他の保温用電気機器

ディスプレイその他の表示装置

No, 品　　目

電話機、ＦＡＸその他の有線通信機器

携帯電話、ＰＨＳその他の無線通信機器

ラジオ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤレコーダー

オーディオプレーヤー、ステレオその他の電気音響機器

ＰＣ

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

プリンターその他の印刷装置

計数表（小型家電の選別と数量把握） 平成26年11月18日

ピックアップ回収 ㈱エコネコル

制度対象品目 南アルプス市




